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保護者のみなさまへ 

東久留米市教育委員会指導室 

 

就学支援シートをご活用ください 

 

東久留米市では、幼稚園・保育園等に通っているお子さんが、小学校入学後も楽しく充

実した学校生活が過ごせるように「就学支援シート」を作成しています。 

このシートは、幼稚園・保育園等と保護者とが共同して作成し、幼児期から学齢期まで

のスムーズな支援の引き継ぎを目的としています。就学相談を受ける、受けないにかかわ

らず活用することができます。 

シートを受け取った学校では、必要に応じて幼稚園・保育園等と協議をします。また、

「就学支援シート」に記載されたことを参考にしながら、入学期の指導・支援を進めると

ともに、個別の教育支援計画に反映させるなど、有効的に活用します。 
 
注）シートの活用は、令和８年度に小学校へ入学するお子さんの保護者のうち希望する方だ

けです。強制ではありません。活用に迷った時には、幼稚園・保育園等とご相談ください。 
 

※詳細は東久留米市ホームページをご覧ください。 

URL https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/kyoiku/1006453/1028214.html 

 

 

 

 

Ⅰ 成長・発達の様子＜保護者記入・就学前機関記入＞ 

○ 健康や日常生活面に関すること 

   ○ 人との関わり・コミュニケーションについて 

   ○ 興味や関心のあること（性格や行動等）について 

Ⅱ 保護者から学校への要望など伝えたいこと 

Ⅲ 指導内容・方法の工夫や配慮点など大切にしてきたこと ＜就学前機関記入＞ 

Ⅳ 就学後も引き続き必要と思われる配慮事項に関すること ＜就学前機関記入＞ 

＜就学支援シート＞ 

  以下の項目について、太枠の部分を保護者が、その他の部分は就学前機関が記入してください

ふりがな 性別 年齢

名前 男・女 歳

〒

東久留米市

保護者 続柄 連絡先 自宅

氏名 電話番号 携帯

機関名 記入者名

連絡先電話番号 記入年月日

Ⅰ　成長発達のようす

平成　　年　　月　　日

保護者の方から 就学前機関から

お子さん

生 年 月 日

住所

就学前機関記入欄

就学先 学校　

人との
かかわり
コミュ
ニケー
ション

健康や
日常生活
面に関す
ること

令和　　年　　月　　日　 保護者氏名

　私は、以上の内容を了解し、教育委員会や学校の校内委員会及び、関係機関等で協議する　

場合に使用することについて同意します。

Ⅳ　就学後も引き続き必要と思われる配慮事項に関すること（就学前機関の記入欄）

Ⅲ　指導内容・方法の工夫や配慮など大切にしてきたこと（就学前機関の記入欄）

保護者の方から 就学前機関から

興味や
関心の

あること
（性格・
行動の

特徴等）

Ⅱ　保護者から学校への要望など伝えたいこと　（保護者記入欄）

 

就学支援シートに記入していただく内容 お子さんの成長や 

発達の歩み 

 気になっている

こと…個別の支

援についてなど 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※就学支援シートは大切な個人情報です。作成から活用までの取り扱い及び管理に配慮し、 

目的以外の使用は決して行いません。 

 

【問い合わせ先】東久留米市教育委員会指導室特別支援教育係  電話 042-470-8032 

１ 保護者の方の意思で「就学支援シート」作成を開始します。 

活用が必要だと思われた保護者の方は、「就学支援シート」の作成を各就学前機関に相

談・依頼をしてください。幼稚園・保育園等と保護者とが共同して作成します。 

   注）「就学支援シート」の作成は任意です。 

小学校へ伝えた方がよいか迷ったときには、各就学前機関とご相談ください。 

   

  ※「就学支援シート」は、東久留米市ホームページからダウンロードできますので、 

   印刷してご使用ください。紙をご希望の場合は、東久留米市役所６階の指導室など、 

市内複数個所で配布していますので、お受け取りください。 

詳細は東久留米市ホームページをご覧ください。 

２ 保護者の方から依頼を受けた各就学前機関の先生方は、これまでの指導内容や支援 

及び配慮点などを「就学前機関記入欄」に記入し、保護者の方に渡します。 

３ 保護者の方は、内容を確認のうえ「保護者の方から」の欄に記入してください。 

   注）全ての項目に記入しなくても結構です。ここだけは、というポイントなどを 

記入してください。 

 

４ 保護者の方は、出来上がったシートを、原則として各就学前機関に提出します。 

ただし、就学先の小学校に保護者の方が直接持参することもできます。 

 

【提出について】 

① 就学前機関に提出する場合  令和８年２月２０日（金）まで 

② 小学校に直接持参する場合  令和８年２月２４日（火）～２７日（金） 

５ 各就学前機関は、受け取ったシートを指導室へ提出します。 

指導室にてとりまとめ、各学校へ送付します。 

就学支援シートの作成手順 


